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所管課名 薬事管理課 整理番号 4-6

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（事案ごとの裁量が大きいため）

【参考】
・麻薬及び向精神薬取締法第５８条の１６
　厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正で
あるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者
に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意
を得て、実地に診療録その他の帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる
記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存
がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができる。
２　麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣又は都道府県
知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止め
させ、又は差し止めることができる。
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行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

診療報酬の支払いの差止め

麻薬及び向精神薬取締法第５８条の１６第２項

麻薬中毒者医療施設に対する診療報酬の支払いの差止め


